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総合福祉部会 第 12回

H232151  資料 2

「障害 」の範 囲チー ム 作 業 チー ム報告

平成 23年 1月 25日

本作 業 チーム にお ける検討範 囲

(分 野B障害 の範 囲 )に 列挙 され た各論 点

作 業チー ム にお ける各論 点 につ いての議論

)項 目B-1法の対象規 定 につ いて

ア 論 点

論 点B-1-1)推 進会議 で は、障害 の定義 につ いて、 「社 会 モデル

に立 った、制度 の谷 間 を生 まな い定義 とす る」ことが確 認 され て い

る。これ をふ ま えた 、「総合福祉 法 」にお ける障害 の定義や支援 の

対象者 に関す る規 定 を ど う考 え るか ?

論 点B-1-2)「 自立 支援法 」制 定 時の附則 で示 され て いた 「発達

障害 、 高次脳機 能 障害 、難 病 (慢 性 疾患 )」 等 も含み こん だ規 定 を

ど うす るか ?制 限列挙 で加 えるのか 、包括 的規 定 にす るのか ?

結 論

前記 アの各論 点 につ いての作 業 チー ム に お ける議論 の結果 は、別

紙 1「 障害」の範 囲 チーム ～「障害 」の定義規 定 に関す る検 討整理

案記載 の とお りで ある。

2)項 目B-2手続 き規 定 につ いて

ア 論 点

論 点B-2-1)障害手帳 を持 た な い高次脳機 能 障害 、発達 障害 、難

病 、軽度 知 的、難聴 な どを有 す る者 を排 除 しな い手続 き規 定 を ど う

考 えるか ?

結論

前記アの各論点についての作業チームにおける議論の結果は、

別紙 2「 障害」の範囲チーム～手続規定に関する検討整理案記載の

とお りである。

以 上



別紙 1 「障害」の範囲チーム～「障害」の定義規定に関する検討整理案

第 1 作 業 チー ム案 につ いて

(作 業 チーム案 )

「障害者 とは、身体 的 また は精神 的な機 能 障害 (慢 性 疾患 に伴 う機能 障

害 を含 む )を 有す る者 と、 これ らの者 に対す る環境 に起 因す る障壁 との間

の相互作 用 に よ り、 日常生活又 は社会 生活 に制 限 を受 ける者 をい う。」

1 「身体 的 また は精 神 的な機 能 障害 」

(1)作 業 チー ム では、当初 、障害者権 利条約 1条 後段 に お ける「身体 的 、

精 神 的、知 的又 は感覚 的な機能 障害 」 とい う文言 や 、発達 障害者支援

法 2条 1項 の 「脳機 能の障害 」 とい う文言 を参 考 と した上 、 「その他

これ に類す る機能 障害 」 とい う文言 を付 して、障害 の種 類 を例 示列挙

しつつ 、包 括 的な規 定 とす る ことを検 討 した。

(2)し か し、特 定の障害名 に着 目 し例 示列挙 とす る場合 、 どの特 定障害

名 を例 示列挙 の対象 と して条文 に明記 し、 どの特 定障害名 を 「その他

これ に類す る機能 障害」の概 念 に包 摂す る もの とす るのか につ いて合

意 を得 る ことが難 しい。また、例 示列挙 の対象 とな る障害 名が 多数 に

のば り、条 文が長 くな る ことや 、今後新 た な障害が発見・ 認 知 され た

場合 、 これ を例 示列挙 の対象 とす る要請 が強 ま る ことが予想 され 、そ

の都 度 、法改正作 業が必要 とな る可能性 が ある ことな ど、 多 くの問題

点が指摘 で きる。

(3)そ こで 、特 定の障害 名 に着 目す る ことを行わ ず 、人の活動実態が 身

体 活動 と精 神作用 で ある ことに着 目 して、 「機能 障害 」の範 囲 を定 め

る ことが適切 で ある との結 論 を得 た。す なわ ち、 「機 能障害 」 とは、

人の身体活動機能 また は精 神作用機 能 の双方 また は一方が 、その全部

また は一部 に おいて喪 失 し、または減 弱 した状 態 と捉 える ことと し、

これ を表す文言 と して、 「身体 的または精 神 的 な機 能障害」 とい う文

言 を採用す る ことと した もの で ある。 この よ うに捉 える ことに よ り、

全 ての「機 能障害」を谷間 な く拾 い上 げ る とともに、今後新 たに発 見 ロ

認知 され る障害 をも含み得 る規 定 にな る と考 え られ る。

(4)な お、 この 「機 能 障害 」が 「長期 的」 な もの で ある ことを要 す るか

につ いて は、議論 が あるの で、後述す る。

2 「慢性疾患 に伴 う機能 障害 を含 む」

(1)こ れ は、難病が 「機 能障害」 に含 まれ る ことを注意 的 に規 定す るた
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め、挿入することとした文言である。

2)難 病に罹患 した者は、 日常生活を営む上で、医療的サー ビス ととも

に、福祉的サー ビスを受けることが必要 となる。 しか し、現実には、

「疾患」は病であって医療的サー ビスの対象、 「障害」は福祉的サー

ビスの対象 とする二者択―の立場が根強 い。 このような現状に照 らせ

ば、 「機能障害」の解釈 と して、 「疾患」によるものを除 くとする解

釈が採 られかねない危険がある。

3)そ こで、本条における「機能障害」概念は、「疾患」に伴 うもの を

排除 しない趣 旨であることを明 らか とす るため、 「慢性疾患に伴 う機

能障害 を含む」という文言 を注意的に規定す ることとしたものである。

このよ うな文言は、医療サー ビスを受けなが ら、福祉サー ビスを必要

とする障害者が多数存在すると考え られ ることや、従来、制度の谷間

に置かれていた発達障害、高次脳機能障害、難病の他、精神障害な ど、

症状が固定せず、可変的な障害者が、医療サー ビスを受けつつも、本

法の支援の対象者であることを確認するために挿入す ることとしたも

のである。

「これ らの者に対す る環境 に起因する障壁 との間の相互作用によ り」

)こ の文言は、障害者権利条約の前文 (E)項 を参考 としたものである。

)「障害」 をどのようなもの と して捉えるかについては、作業チーム

において、障害者が他の者 と平等な立場で社会に参加す ることが阻害

されていることとして捉 えること、すなわち 「参加障害」 として捉 え

ることで意見の一致 をみたが、人間が生物 と しての存在である以上、

「機能障害」の側面 を無視す る規定 とな っては、 「障害」の概念 自体

が漠然 としす ぎるきらいが あるとの指摘がなされていた。

)そ こで、作業チーム としては、 「障害」を、 「機能障害」を起点 と

しつつ、最終的には「参加障害」 と して捉えることで意見の一致 をみ

た。そ こで、作業チーム としては、 「機能障害」 と「環境に起因す る

障壁 との相互作用」が 「参加障害」の原因であることを定めることを

一案 とす ることと した。

)な お、「環境」の内容、及び「相互作用」 を規定するか否かについ

て、議論があるので、後述す る。

「日常生活または社会生活に制限」

)こ の文言は、障害者基本法 2条、発達障害者支援法 2条 2項 でも用

い られている表現であ り、「障害」を「参加障害」と して捉 える場合、

具体的にどのような点で参加が阻害 されているのかについて、その阻

(4



害内容 を包括的に定めようとするものである。

(2)こ の文言の解釈にあたっては、 「生活」、「制限」の内容 を狭 く解

されないよ う注意する必要がある。 この 「生活」 とい う文言は、「生

活上の主要な活動」 という意味に狭 く解 され るべ きではな く、また、

「制限」 とい う文言は 「多大な支障」 という意味に狭 く解 され るべ き

ではない。前述 した とお り、「障害」 を障害者が社会に参加すること

を阻害 され る状態 (参加障害)と して捉 える以上、 「生活」 とは主要

な活動であるか否かを問わず、また 「制限」 とは多大な支障であるか

否か を問わず、広 く障害者の社会への参加が阻害 され る状態 を含むも

の として解 され る必要がある。

(3)ま た、 この文言については、「継続的に日常生活または社会生活に

制限」 とす ることや、「日常生活または社会生活に相 当な制限」 とす

ることなどの案が ある。このように 「継続的に」や 「相 当な」 という

文言の双方または一方 を付するか否かについては、議論があ り、後述

する。

第 2 要検 討事 項

論 点 1 例 示列挙 の要 請 につ いて

(1)本 作 業チー ム にお いては、 「身体 的 また は精 神 的 な機 能 障害 」 とす

る ことで一致 をみ たが 、特 定の障害 名 に着 日 して、例 示列挙 を行 うベ

きで ある との要 請 も強 い。特 に、発達 障害 につ いては、既 に発達 障害

者支援法が制 定 され 、その対象者 も相 当数 に達 す る との調査結 果が あ

る ことか ら、身体 、精 神 、知 的に並ぶ もの と して発 達障害 を法 文上 明

記 すべ き との意 見が 、本作 業 チーム で も出 され て いる。

(2)こ れ まで制度 の谷 間 にあ つた障害 につ いては、法 文 に明記すべ き と

の要請 が強 い ことは十分 に理解 され るべ きで ある。高次脳機 能障害 、

難病 の他 、社 会 の理解 が得 られ に くいてんかん な ど、社 会 の認知 をは

か るべ き障害 は多数 に上 る。

「障害」の定義規 定 につ いては、障害者基本法 の定義規 定が どの よ う

に定 め られ るのか とい う点 との 関係 もあ り、例 示列挙 の手法 も含 め 、

引 き続 き検 討 され る必要が ある。

論 点 2 「長期 的 な・ 口機 能 障害 」 とすべ きか につ いて

(1)「 長期 的 な」 との文言 を機 能障害 に付 す るべ き との意 見 は、一 時的

な機能 障害 は本法 に お ける支援 の対象 とはな らな いの ではな いか との

考 え方 に基 づ くもの で ある。



論 点 3

(1)
ア

イ

(2)一 時的な機能障害については、二つの見方が可能である。その一つ

は、一時的なものであれば、将来回復 口治癒す ることが前提であるか

ら、本法の支援対象か ら外 しても問題はないとする見方であ り、他の

一つは、一時的なものであつても支援の必要性が存在する限 り、本法

の支援の対象 とすべ きであるとの見方である。前者は、支援の対象者

が過度に広が りす ぎることへの懸念か ら、定義規定 自体に絞 りをか け

ようとするものであ り、後者は、定義規定には絞 りをかけず、支援 を

申請す る際の手続 きにおいて、支援の必要性や支援の相当性 を判断す

る中で、絞 りがか けられれ ば十分であるとの考え方に基づ くものであ

る。

(3)い ずれの見解 を採用するかについては、手続 き規定をどのように定

めるのか、相談支援業務の内容な どとの関連の中で判断 してい く必要

がある。引き続 き検討が必要な事項である。

「環境 」 、 「障壁 」、 「相互作 用」 の 内容 につ いて

「環境 」 につ いて

「環境 」の 内容 と しては、一般 的に、物理 的環境 、制 度 的環境 、

情報環境 、心理・ 態度 に伴 う環境 が含 まれ る とされ る。

しか し、 「態度 」 に よる 「障壁 」 は、差 別禁止法 に よ り解 消 され

るべ き問題 で ある とも考 え られ る ことか ら、本法 に定 め る 「環境 」

の 内容 と して は考慮 しな くて もよいの ではな いか との見解 も成 り立

つ。今後 、 「環境 」 とい う文言 を用 いる場 合 には、その 内容 を検 討

す る必要 が ある。

(2)「 障壁」 につ いて

この文言 につ いて も、内容 が不 明確 とな る可能性 が ある。 どの よ うな

もの を 「障壁 」 とす るのか につ いては、その 内容 をある程 度検 討 し、例

示 で きるよ うに して い く必要 が ある と考 え られ る。

(3)「 相互作 用」 につ いて

ア  この文言 につ いて も、内容 が不 明確 とな る可能性 が ある。作 業  チ

ー ム にお ける議 論 では、内容が不 明確 で あるがゆ えに、 この 「相互

作用 」 を用 いな い定義規 定 も検 討す る必要 が ある とされ て いたが 、

十分 な検 討 を行 うことが で きなか つた 。

イ 今後 、 「相互 作用 」 とい う文言 を用 いる場 合 には、その 内容 をあ

る程 度検 討 し、例 示 で きるよ うに して い く必要が ある と考 え られ る。

論 点 4 「継続 的に ロロ制 限」 、 「相 当な制 限」 とす る ことにつ いての議

論 につ いて



(1)「 日常生活 または社 会生活 に制 限」 とい う文言 に 「継続 的 に」 また

は 「相 当な」 とい う文言 を付す るか否か につ いての議論 も、論 点 2で

述べ た よ うに、 「障害」の定義規 定 自体 に絞 りをか けるのか 、定義規

定 自体 には絞 りをか けず 、手続 き規 定 にお ける支援 の必要性 や支援 の

相 当性 を判 断す る中で絞 りがか け られれ ば よい とす るのか に関わ る議

論 で ある。従 つて、手続 き規 定の定 め方 、相談支援 業務の 内容 とも関

連す る問題 と して、引 き続 き検 討す る必要 が ある。

(2)た だ、 いずれ の立場 を採用す る と して も、 これ を判 断す る者 の 問題

は残 る と考 え られ る。 どの よ うな者 に判 断 を委ね るのか 、判 断者 は一

人か複 数か 、判 断が 区 々にな らな いよ うな方策 を どの よ うに立 て るの

か な どが 、引 き続 き検 討 され る必要 が ある。

以上

(部 会委 員か らの追加意 見 )

・「慢性 」 と認 定 され る期 間の検 討が必要 で ある。新法 にお ける「障害者 」

と認定 され るため には、一定の期 間継続 の要件 を付す ことに よ る線 引 き

が必要 で ある。

・ 「難病 」の 内容 につ いて、具体 化す る必要が ある。



別紙 2 「障害 」の範 囲 チーム ～手続規 定 に関す る検 討整理案

第 1 手続規 定 にお ける論 点 につ いて

手続規 定の議論 に おいては、定義規 定 で定 め られ た障害者 が 、その者

が必要 とす る支援 を受 ける ことが で きるよ うにす る手続 きを定 め る こと    ｀

にな る。す なわ ち、支援 を必要 とす る者 が (支 援 の必要性 )、 その必要

に応 じた相 当な支援 (支 援 の相 当性 )を 受 け られ るよ うな制度 が議 論 さ

れ な けれ ばな らな い。 したが って、 ここで議論 すべ き点 は、以下の よ う

に整理 す る ことが で きる。

A 支援の必要性 を しめす指標

Al 「機 能 障害 」 を示す具体 的資料

A2 本 人の支援 申請行 為

A3 環境 に よる障壁 との相互作 用 に よ り、 日常生活 または社 会 生活 に

制 限 を受 けて いる事 実の認 定

B 支援 の相 当性 の確保

支援 の必要性 に応 じた相 当な支援計画 の策 定の ための方法

第 2 Al 「機 能 障害 」 を示す具体 的資料

1 基本方針

機 能 障害 の存在 を示す ための資料 と しては、従 来 、障害者 手帳が用 い

られ て きた。 しか し、新法 にお ける支援 は、手帳 の有無 に関わ らず 、支

援 を必要 とす る障害者 が 、 自 らの必要 とす る支援 を受 け られ るよ うに し

な けれ ばな らな い。本作 業チーム において も、 この よ うな基 本方針 の下

に、議論 を行 つた。

2 作 業 チーム にお ける議論

(1)機 能 障害 を示す具体 的資料 と して は、 まず 、医師の診 断書 の利用 が

考 え られ る。医師の診 断書 は、機能 障害 の存在 を示す資料 と して、公

正性が担保 され る点 で優れ て いるが 、他 方 で 、発達障害 、高次脳機 能

障害 、難病 な ど、医師の診 断書 が得 に くい場 合 も考 え られ る。

(2)そ こで、公正性 を確 保 しつつ 、医師の診 断書 が得 られ に くい場 合 に

対処す る方策 と しては、以下の 2つ の方 策 を検討すべ きで あ る との意

見が 出 され た 。

① 医師の診 断書 に限定せ ず 、意 見書 で もよい もの とす る。

②「機能障害」の存在を判断する者を医師のみとせず、その他障害特

性に関して専門的な知識を有する専門職の意見でもよいとする。

(3)特 に、前期②に関しては、具体的な専門職として、理学療法士、作



業療法 士 、言語聴覚 士 、臨床心理 士 、発 達心理 士 、精 神保健福祉 士 、

看護 師 な どが挙 げ られ て いる。

(4)ま た機 能 障害の認 定 に際 しては、各障害 当事者 団体 が有す る認定基

準 を用 いる ことも一方法 と して考 え得 る。各障害 当事者 団体 の有す る

認 定基準 を用 いる場合 には、公 正性 を確 保 し、国民の理解 を得 られ る

よ う、公表す る ことが検 討 され な けれ ばな らな い。

(5)な お、 この 「機能 障害」 には、 「長期 的な」 とい う文言 が付 され る

余地 も残 され て いる。 この 「長期 的な」 とい う文言が付 され た場合 、

その期 間 を どの程 度 とす るのか につ いて、議論が な され る必要 が あ る。

また、障害 の性 質 に よ つては、症状 を発祥 した後 、速 やか な支援の実

施 が必要 な場合 も考 え られ 、 この よ うな緊急性 の要請 が あ る場合 と、

「機 能 障害 」の認 定の ため に一定期 間の経 過 を必要 とす る「長期 的な」

とい う文言 を付す こととの調 整が検 討課題 とな る と考 え られ る。

第 3 A2 本 人の支援 申請 行為

1 基本 方針

「保護 の客体 か ら権 利の主体へ 」とい う基本 的立場 を前提 とす る以上 、

新法 にお ける支援 の提 供 は、まず 、障害者本 人の意 思 に基 づ く申出が必

要 とな る。本作 業 チー ム に お ける議論 も、 この点 を出発 点 と して いる。

2 作 業チー ム にお ける議論

(1)障 害者 の場合 、障害者本 人が十分 に支援の必要性 を理解 し、 申請 を

行 うことが で きな い場 合 も考 え られ る。 この よ うな場合 には、家族 な

ど、障害者本 人の生活 を支 え る関係 者 の意 見 を、障害者本 人の意 思 を

推認す るもの と して考 える必要 が ある。従 つて、新法 にお いては、障

害者本 人の家族 に よる支援 の 申請 も許容 す る ことが 望 ま しい。

(2)た だ 、家族 が抱 える事情 も様 々で あ つて、家族 で あ つて も障害 の理

解 が不十分 な場合 や 、障害者本 人の立場 を尊重 して いな い場合 な ども

考 え られ る。家族 か らの 申請 を許容す る場合 には、 どの よ うな支援 が

必要 で あるのか につ いて、相談支援機 能 の充実 をはか り、障害者 本 人

や 、その家族 をサ ポー トして い く体 制 を整 える必要 が ある。相 談支援

事 業の一 内容 と して、第二者 アセス メ ン トの制度 が検 討 され て もよい

と考 え られ る。

(3)ま た、障害者本人のみな らず、その家族においても、障害の理解が

十分ではな く、必要な支援の申請にさえ結びつかない場合 も考え られ

る。 このような場合に備 えて、相談窓口と、障害者本人、またはその

家族 とを結ぶためにも、地域ネ ッ トワークの構築 をはかる必要がある。

(4)申 請行為に用いる申請用紙には、予め特定障害名 を列記 しておき、



これ を定型 と して全 国―律 に用 いる方法 が考 え られ る。 「障害者 」の

定義規 定 にお いて、 「身体 的または精神 的な機能 障害 」 とい う包 括規

定 に よ り定 め る場 合 、 あ らゆ る障害 を包 摂 して谷 間 を生 まな い利点が

ある反 面 、具体 的 に どの よ うな障害が含 まれ て いるのかが条 文上 は不

明確 とな つて しま う。そ こで、 この包 括規 定の具体 的内容 を申請 用紙

に列記す る ことに よ り、利用者 に対 して包括規 定 の 内容 を明 らか にす

る ことが望 ま しい との意 見が 出 され て いる。 しか し、 この意 見 に対 し

ては、 申請 用紙 上の列記 だ けでは法 的拘 束 力に欠 ける との 問題 点 を指

摘 す る意見 も出 され て い る。

5)申 請行為 にお ける支援 の 申込み方法 には、以下 の よ うな複 数の方法

が併 用 され て よい と考 え られ る。

①申請者が特定の支援を申し込む方式

②申請者が相談窓口において必要な支援の提案を受ける方式

③申請者が特定の支援を申込んだ場合であつても、相談窓口でその他

に必要と考えられる支援の提案を受けることができる方式

第 4 A3 環境による障壁 との相互作用によ り、日常生活または社会生

活に制限を受けている事実の認定

1 基本方針

この要件は、「障害」を社会モデルを基調 として捉 える立場か ら、障

害者権利条約の前文 (E)項 をを参考 として、新法における「障害者」の

定義規定に取 り込んだものである。 しか し、「環境」、 「障壁」、「相

互作用」 とい う必ず しもその内容が明確ではない文言が含まれ るため、

新法 における支援 を求める手続 きの中で、 どのような事実 をもって これ

らの要件 を認定 してい くのかが検討 され る必要が ある。

2 作業チームにおける議論

(1)こ の要件については、以下のような疑間点が出された。

①遷延性意識障害な ど、障害によっては「環境」 とは無関係 に支援が

必要な場合が考 え られ るのではないか。

②障害者本人が支援 を申請する際に、「障壁」、「相互作用」の各要

件 を認定するために必要な事実 を挙 げなければな らないとするので

は厳格 にすぎるのではないか。

(2)こ れ に対 して、障害者本人か ら支援の申請がなされれば、申請行為

の存在 という事実 をもつて、申請 した障害者本人が 「環境による障壁

との相互作用によ り、 日常生活または社会生活に制限」を受けている

ことを推認することができると考えれば問題はないとの意見が出 さ

れている。そ して、障害者本人が、具体的にどのような 「環境による



障壁 との相互作用 に よ」 つて、 どの よ うな 「日常生活 または社 会生活

に制 限」 を受 けて いるのか は、相談 支援 員が個 別 の ケー ス に応 じた支

援計 画 を策定 して い く上 で確 認す る ことが必要 とな る事実 で あるか

ら、障害者本 人が 申請 時 に これ らの要件 に該 当す る事 実 を挙 げる必要

はな い とす る。

(3)ま た 、 「環境 に起 因す る障壁 」の原 因が 人的要素 に ある場合 には、

差別禁止法 上 の 「合理 的配 慮 」 に よ つて解 消すべ き問題 で はな いか と

の指摘 も出 され て いる。 「障壁 」の原 因 には種 々の ものが考 え られ る

ことか ら、相談支援 員は十分 に障壁 の原 因 を特 定 した上 で 、 これ を除

去す るため に適切 な方 策 と して、総 合福祉 法 にお ける 「支援 」 と、差

別禁止法における「合理的配慮」のいずれが適切な方策であるのか を

選択 してい く必要が生 じる可能性がある。

(4)な お、 「日常生活または社会生活に制限」の要件については、「継

続的な」、「相当な」 とい う文言が付 され る余地が残 されている。 こ

のような文言が付 された場合には、 「制限」を受けている期間の長短

が 「継続」性の認定にあた り必要 とな り、 「制限」を受けている程度

が「相 当」性の認定にあた り必要 となる。 この点についても、公正性

を担保するため、一定の基準が議論 され る必要が生 じる可能性がある。

第 5 B 支援の相 当性の確保

1 基本方針

新法における支援は、障害者本人に とって必要 とされ る支援が、その

必要性に応 じて提供 されなければな らない。そ して、障害者本人に提供

され る支援は、支援計画の策定の段階か ら、提供 された支援が適切なも

のであつたか どうかに関する事後的なチ ェックに至 るまで、障害者本人

の意思が反映 されたものにす る必要がある。

2 作業チームにおける議論

(1)支 援計画の策定の段階においては、障害者本人の二一ズを十分に把

握する必要がある。そのための方法 としては、現在 、例 えば、生活困

難度の尺度の研究が進め られているところであるが、このような基準

作 りの検討 も、障害者本人の二一ズの把握のために重要である。

(2)支援計画の具体的内容については、予め定め られた支援 メニュー を

割 り振 るよ うな定型的な方法ではな く、障害者本人のニーズに応 じて

柔軟に決する方法、すなわ ち創設的に支援計画の内容 を決する方法が

とられ ることが望ま しい。 この支援計画の策定にあた つては、ケース

会議な どの手法によ り、数人のチームによ り対応す ることも検討 され

るべ きである。
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なお、障害者本人の症状や、置かれた状況によつては、即時に支援

が必要 となる場合 も考 え られ る。 このよ うな場合には、支援計画の策

定がな され る前であつても、仮の支援計画 を策定 し、必要不可欠な支

援 を即時に実施することができる途 を開いてお くことが望ま しい。

(3)ま た、決定 された支援計画に沿 つて、試行的に支援 を実施す る期間

を設 けることも検討 されてよい。 このよ うな試行的な支援の実施に対

して、障害者本人の意思 を聞き取 り、この意思に基づいて支援計画 を

修正 してい くことが重要である。

(4)支援計画が策定 された後においても、障害者本人か ら継続的に ヒア

リングを実施 し、当初策定 した支援計画に対する事後的な検証 を行 う

ことが必要である。障害者本人の症状や、障害者本人を取 り巻 く環境

は、時の経過 とともに変化 してい く可能性があ り、当初策定 した支援

計画が、現時点における障害者本人の二一ズに合致 していない場合 も

考 え られ る。そ こで、 これ を是正する機会 を確保す るため、障害者本

人か らは継続的な ヒア リングを実施 し、当初策定 した支援計画 と、本

人の二一ズ との間にずれが生 じている場合には、支援計画に修正 を加

えてい く必要がある。

(5)以上のよ うな、支援計画の策定か ら事後的な検証に至 る過程におい

て、各障害当事者団体 との連携は重要である。各障害当事者団体は、

長年にわた り、社会の理解 をはかるため、さらには、制度の倉1設・ 改

善 を求めて努力を重ねてきている。 このような各障害当事者団体の障

害特性に関する知識 と経験、あるいは障害者本人の心情、家族の心情

などに関する知識 を、支援計画の策定か ら事後的な検証に至 る過程 に

おいて活用 してい くことが、よ り障害者本人の二一ズに応 じた支援計

画のあ り方につながると考 え られ る。

(6)ま た、支援計画に関する地域間格差が生 じないように留意する必要

がある。特に、社会における認知 口理解が不十分な障害については、

市町村 レベルに至るまで、十分な理解がはか られ るよう、官民一体 と

なつた努力が必要である。重症心身障害児な ど、対象者が希少な障害

については、窓 国の設置場所に工夫を加 えることも必要ではないか と

い う意見も出されている。

第 6 手帳制度について

本作業チームでは十分に議論することができなか つたが、現行の手帳

制度については、よ りよいもの とするために、その問題点や具体的改善

策な どを議論する場 を別途設 けた上で、議論 を尽 くす必要があるとの意

見が出されている。



今後の要検討事項 と して、委員会 を立ち上 げるな どの具体策を求めた

い 。

以上

(部 会委 員か らの追加意 見 )

・ 「機能 障害 」 に も原 因が不 明 な場合が あ り、 この場合 には、医師 も専 門      =
職 もま つた く協 力で きな い。 こ う した場合 に機能 障害 を示す客観 的資料

を ど う確 保す るのか疑 間が ある。

口現行 各種手帳制度 は医師の診 断書 に基 づ いて交付 され て お り、手帳が な

く、診断書を得にくい谷間にある方々には、医師の意見書などが有効で

あるから、医師の診断書の表記は不要と考える。

コ相談窓口で対応する職員の裁量権について検討されたのかが疑間である。

12




